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様式記載要領 



令
和

年

東
京

都
　

港
　

都
税

事
務

所
長

殿

還
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

金
融

機
関

及
び

支
払

方
法

銀
行

支
店

口
座

番
号

（
　

普
通

　
・
　

当
座

　
）

既
 に

 納
 付

 又
 は

 還
 付

 の
確

 定
 し

 た
 税

 額
 又

 は
 金

 額
⑥

0

こ
の

申
告

に
よ

り
納

付
す

べ
き

税
額

又
は

還
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

金
額

　
（
 ➄

－
 ⑥

 ）
2
6
9
,7

4
7

返
還

控
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

金
額

④
2
,5

6
8

差
引

（
②

－
③

－
④

）
➄

2
6
9
,7

4
7

課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

税
額

③
5
3
5

返
還

控
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

本
数

2
,4

0
0

令
和

0
4

年
0
3

月
分

税
額

②
2
7
2
,8

5
0

課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

本
数

5
0
0

都
た

ば
こ

税
の

申
告

書
※

課
税

標
準

数
量

①
2
5
5
,0

0
0

氏
名

又
は

名
称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

個
人

番
号

又
　

は
法

人
番

号

　
　

　
　

　
　

　
↓

個
人

番
号

の
記

載
に

当
た

っ
て

は
、

左
端

を
空

欄
と

し
、

こ
こ

か
ら

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

申 告 者

住
所

又
は

所
在

地
東

京
都

新
宿

区
西

新
宿

２
－

８
－

１

電
話

（

申
 告

 年
 月

 日
通

信
日

付
印

確
認

印

4
4

月
2
0

日
発

信
年

月
日

※ 処 理 事 項

０
３

)
１

２
３

４
-

５
６

７
８3

申
告

区
分

予
備

1

整
理

番
号

事
務

所
処

理
区

分
区 分

事
業

者
コ

ー
ド

第
1
6
号

様
式

（
提

出
用

）

受
付

印

十
億

百
万

千
本 円 本 本円 円 円 円 円

※
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
課
税
免
除
】

地
方
税
法
第

7
4
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に

つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
課
税
免
除
事
由
（

7
4
条
の
６
第
１
項
第
１
～
４
号
）
ご

と
の
本
数
の
内
訳
を
記
し
た
書
類
（
様
式
は
任
意
で
す
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

【
課
税
標
準
数
量
】

前
月
に
お
け
る
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
課
税
標
準
と
な
る
本
数
の
合
計
数
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

（
課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
を
含
み
ま
す
。
）

こ
の
欄
に
記
載
す
る
数
値
は
、
「
品
目
別
課
税
標
準
数
量
明
細
書
」
、
「
区
市
町
村
別
課
税
標
準

数
量
明
細
書
」
の
合
計
数
量
と
そ
れ
ぞ
れ
一
致
し
ま
す
。

【
返
還
控
除
】

販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売
業
者
か
ら
返
還
を
受
け
た

場
合
に
記
載
し
、
「
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
明
細
書
」
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
既
に
納
付
又
は
還
付
の
確
定
し
た
税
額
又
は
金
額
】
（
修
正
申
告
の
場
合
）

修
正
申
告
前
に
行
わ
れ
た
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
よ
り
納
付
の
確
定
し
た
税
額
又
は
還
付
の

確
定
し
た
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
還
付
の
確
定
し
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
の
直
前
の
単
位
（
け
た
）
に
△
印
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

○
色
の
つ
い
て
い
る
欄
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

○
本
数
を
記
載
す
る
場
合
の
１
本
未
満
の
端
数
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

○
そ
れ
以
外
の
税
額
、
金
額
等
の
欄
は
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。

（
税
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
）

【
申
告
の
種
類
】

申
告
書
・
修
正
申
告
書
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

(1)　都たばこ税の申告書・修正申告書
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★
加
熱
式
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

★
葉
巻
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

合
計

25
5,

00
0.

0
  
  
  
  
  
  
 

か
ぎ
用
の
製
造
た
ば
こ
小
計

5,
00

0.
0

  
  
  
  
  
  
  
  

加
熱
式
た
ば
こ
小
計

10
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

刻
み
た
ば
こ
小
計

5,
00

0.
0

  
  
  
  
  
  
  
  

か
み
用
の
製
造
た
ば
こ
小
計

5,
00

0.
0

  
  
  
  
  
  
  
  

パ
イ
プ
た
ば
こ
小
計

60
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

葉
巻
た
ば
こ
小
計

60
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

紙
巻
た
ば
こ
小
計

11
0,

00
0.

0
  
  
  
  
  
  
 

か
ぎ
用
の
製
造
た
ば
こ
J

10
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

加
熱
式
た
ば
こ
K

フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
含
ま
な
い

重
量
を
記
載

刻
み
た
ば
こ
H

10
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

か
み
用
の
製
造
た
ば
こ
I

10
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

葉
巻
た
ば
こ
F

30
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

葉
巻
た
ば
こ
G

30
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

パ
イ
プ
た
ば
こ
D

40
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

パ
イ
プ
た
ば
こ
E

20
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

紙
巻
た
ば
こ
B

30
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

紙
巻
た
ば
こ
C

30
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

紙
巻
た
ば
こ
A

50
,0

00
.0

  
  
  
  
  
  
  

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

0
1
枚
の
う
ち

令
和

04
年

03
月
分

0
1
枚

目

品
目

売
渡
し
又
は
消
費

等
の
数
量

予
備

申
告

年
月

日
　
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

　
　
　
　
　
↓
個
人
番
号
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
左
端
を
空
欄
と
し
、
こ
こ
か
ら
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

1
3

※ 処 理 事 項

事
業
者
コ
ー
ド

処
理

区
分

申
告

区
分

　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
　
○
○
た
ば
こ

品
目
別
課
税
標
準
数
量
明
細
書

十
億

百
万

千
本
（
ｇ
）

第
1
6
号
様
式
別
表

1
（
提
出
用
）

【
品
目
別
数
量
の
記
載
】

○
計
上
対
象
は
、
都
た
ば
こ
税
の
課
税
対
象
で
あ
る
以
下
の
売
渡
し
等
の
数
量
で
す
。

・
都
内
に
所
在
す
る
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
へ
の
売
渡
し

・
消
費
者
等
へ
の
売
渡
し
（
都
内
に
所
在
す
る
事
務
所
等
で
管
理
す
る
製
造
た
ば
こ
）

・
消
費
そ
の
他
の
処
分
（
同
上
）

○
紙
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
本
数
を
、
そ
れ
以
外
の
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
重
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
は
、
フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
含
ま
な
い
重
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

○
課
税
免
除
事
由
に
該
当
す
る
売
渡
し
等
の
数
量
を
含
め
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

・
輸
出
又
は
輸
出
の
目
的
で
行
わ
れ
る
輸
出
業
者
に
対
す
る
売
渡
し

・
外
航
船
等
の
船
用
品
又
は
機
用
品
と
し
て
積
込
む
た
め
の
売
渡
し

・
品
質
悪
変
等
に
よ
る
販
売
不
適
品
の
廃
棄

・
既
に
都
道
府
県
た
ば
こ
税
が
課
税
さ
れ
た
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
等

○
重
量
に
つ
い
て

0
.1
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
ま
す
。

品
目
ご
と
に

売
渡
し
等
数
量
を
記
載

【
小
計
・
合
計
の
記
載
】

○
明
細
書
最
終
ペ
ー
ジ
の
末
尾
の
欄
に
は
、
製
造
た
ば
こ
の
区
分
ご
と
の
小
計
及
び
合
計
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

○
以
下
の
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
区
分
ご
と
の
重
量
の
小
計
を
本
数
に
換
算
し
た
も
の
を

記
載
し
ま
す
。

（
パ
イ
プ
：
１
ｇ
＝
１
本
、
刻
み
・
か
み
・
か
ぎ
：
２
ｇ
＝
１
本
）

〇
加
熱
式
た
ば
こ
・
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
紙
巻
た
ば
こ
本
数
に
換
算
し
た
本
数
の
合
計
数
量

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
換
算
方
法
は
、
下
記
リ
ン
ク
先
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

○
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
数
値
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
以
下
１
位
ま
で

算
出
し
ま
す
。

小
計
・
合
計
を
記
載

※
合
計
欄
に
記
載
す
る
数
値
は
、
「
都
た
ば
こ
税
の
申
告
書
」
の
「
課
税
標
準
数
量
」
の
数
値
と
原
則

一
致
し
ま
す
。
た
だ
し
、
加
熱
式
た
ば
こ
の
取
扱
い
が
あ
る
場
合
は
、
端
数
処
理
の
関
係
等
で
一
致

し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

○
こ
の
様
式
は
、
「
都
た
ば
こ
税
の
申
告
書
」
の
「
課
税
標
準
数
量
」
欄
に
記
載
す
る
製
造
た
ば
こ
の

数
量
に
つ
い
て
、
品
目
ご
と
の
内
訳
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

○
色
の
つ
い
て
い
る
欄
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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★
加
熱
式
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

★
葉
巻
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

予
備

申
告

年
月

日
　

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

　
 　

  
  
　

　
↓

個
人

番
号

の
記

載
に

当
た

っ
て

は
、

左
端

を
空

欄
と

し
、

こ
こ

か
ら

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

1
3

※ 処 理 事 項

事
業

者
コ

ー
ド

処
理

区
分

申
告

区
分

　
申

告
者

の
氏

名
又

は
名

称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

枚
目

区
市

町
村

名
売

渡
し

又
は

消
費

等
の

合
計

数
量

Ａ
区

40
,0

00
.0

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

0
1

枚
の

う
ち

令
和

0
4

年
0
3

月
分

0
1

Ｄ
区

30
,0

00
.0

Ｅ
区

30
,0

00
.0

Ｂ
区

30
,0

00
.0

Ｃ
区

30
,0

00
.0

Ｈ
市

10
,0

00
.0

Ｉ市
10

,0
00

.0

Ｆ
市

15
,0

00
.0

Ｇ
市

10
,0

00
.0

Ｊ市
20

,0
00

.0

K
町

30
,0

00
.0

合
計

25
5,

00
0.

0

十
億

百
万

千
本

区
市

町
村

別
課

税
標

準
数

量
明

細
書

第
1
6
号

様
式

別
表

２
（
提

出
用

）

【
区
市
町
村
別
数
量
の
記
載
】

〇
計
上
す
る
区
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
区
分
し
て
く
だ
さ
い
。

・
小
売
販
売
業
者
へ
の
売
渡
し
：
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
が
所
在
す
る
区
市
町
村

・
消
費
者
等
へ
の
売
渡
し
及
び
消
費
等
：
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直
接
管
理
す
る
事
務
所
等
が

所
在
す
る
区
市
町
村

【
合
計
数
量
の
記
入
】

○
区
市
町
村
ご
と
の
数
量
の
合
計
を
、
明
細
書
最
終
ペ
ー
ジ
の
末
尾
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
合
計
欄
に
記
載
す
る
数
値
は
、
「
都
た
ば
こ
税
の
申
告
書
」
の
「
課
税
標
準
数
量
」
の
数
値
と
一
致
し
ま

す
。

○
こ
の
様
式
は
、
「
都
た
ば
こ
税
の
申
告
書
」
の
「
課
税
標
準
数
量
」
欄
に
記
載
す
る
製
造
た
ば
こ
の

数
量
に
つ
い
て
、
区
市
町
村
ご
と
の
内
訳
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

○
色
の
つ
い
て
い
る
欄
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

区
市
町
村
ご
と
に

売
渡
し
等
数
量
を
記
載

【
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
等
の
合
計
数
量
】

○
こ
の
欄
に
は
、
以
下
を
合
算
し
た
も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

・
以
下
の
製
造
た
ば
こ
の
重
量
を
、
区
分
ご
と
に
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（
パ
イ
プ
：
１
ｇ
＝
１
本
、
刻
み
・
か
み
・
か
ぎ
：
２
ｇ
＝
１
本
）

・
加
熱
式
た
ば
こ
・
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
紙
巻
た
ば
こ
本
数
に
換
算
し
た
本
数
の
合
計
数
量

（
換
算
方
法
は
、
下
記
リ
ン
ク
先
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

※
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
に
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
以
下
１
位

ま
で
算
出
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

15
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前
月

末
在

庫
5
,1

9
3
,4

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

備 考払 出 し

卸
売

販
売

業
者

等
へ

の
売

渡
し

等
7
1
5
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  

①
の

う
ち

小
売

販
売

用
1
0
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  

小
売

販
売

業
者

へ
の

売
渡

し
、

消
費

者
等

へ
の

売
渡

し
及

び
消

費
等

9
9
5
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  

合
計

（
①

＋
③

－
②

）
1
,6

1
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

摘
要

数
量

前
々

月
末

在
庫

5
,2

0
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

受 入 れ

輸
入

・
製

造
1
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  

卸
売

販
売

業
者

等
か

ら
の

買
受

け
等

1
,6

0
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

返
還

2
,4

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  

合
計

1
,6

0
3
,4

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

そ
の

他

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

令
和

04
年

03
月

分

予
備

申
 告

 年
 月

 日
　

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

　
　

　
　

　
　

↓
個

人
番

号
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

、
左

端
を

空
欄

と
し

、
こ

こ
か

ら
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

1
3

※ 処 理 事 項

事
業

者
コ

ー
ド

処
理

区
分

申
告

区
分

　
申

告
者

の
氏

名
又

は
名

称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

受
払

い
報

告
書

第
1
6
号

の
２

様
式

（
提

出
用

）

十
億

百
万

千
本

① ② ③

○
こ
の
様
式
は
、
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
、
製
造
た
ば
こ
の
購
入
及
び
販
売
に

関
す
る
事
実
を
計
上
し
、
前
月
末
在
庫
数
量
を
算
出
す
る
も
の
で
す
。
都
内
に
主
た
る
事
務
所
等
を

有
す
る
事
業
者
の
方
は
、
申
告
書
と
あ
わ
せ
て
毎
月
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
色
の
つ
い
て
い
る
欄
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

（
そ
れ
以
外
の
欄
は
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。
）

○
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
以
下
１
位
ま
で

計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

【
前
々
月
末
在
庫
】

前
月
の
初
日
に
実
際
に
所
有
し
て
い
る
製
造
た
ば
こ
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
こ
の
数
量
は
前
月
提
出
分
の
受
払
い
報
告
書
の
「
前
月
末
在
庫
数
量
」
と
一
致
し
ま
す
。
）

【
受
入
れ
】

○
卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
の
買
受
け
等

卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
取
得
し
た
全
て
の
製
造
た
ば
こ
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
「
返
還
」
欄
に
記
載
す
る
も
の
を
除
き
ま
す
。
）

（
例
）
卸
売
販
売
用
と
し
て
買
い
受
け
た
製
造
た
ば
こ
、
小
売
販
売
用
と
し
て
買
い
受
け
た
製
造

た
ば
こ
、
そ
の
他
通
常
の
売
買
契
約
以
外
の
方
法
で
取
得
し
た
製
造
た
ば
こ

等

○
返
還

販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
取
引
先
の
小
売
販
売
業
者
か
ら

返
還
を
受
け
た
製
造
た
ば
こ
（
小
売
販
売
業
者
で
も
あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
に
小
売
販
売

用
と
し
て
売
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
を
含
み
ま
す
。
）
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
払
出
し
】

○
卸
売
販
売
業
者
等
へ
の
売
渡
し
等
：
①
及
び
②

卸
売
販
売
業
者
等
に
払
い
出
し
た
全
て
の
製
造
た
ば
こ
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
小
売
販
売
用
と
し
て
買
い
受
け
た
製
造
た
ば
こ
を
返
還
す
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）

○
小
売
販
売
業
者
へ
の
売
渡
し
、
消
費
者
等
へ
の
売
渡
し
及
び
消
費
等
】
：
③

都
道
府
県
た
ば
こ
税
の
課
税
客
体
と
な
る
売
渡
し
及
び
消
費
等
に
係
る
す
べ
て
の

製
造
た
ば
こ
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
課
税
免
除
事
由
に
該
当
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
も
含
め
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

※
小
売
販
売
業
者
で
も
あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
に
対
し
、
小
売
販
売
用
と
し
て
売
り
渡
す

製
造
た
ば
こ
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
①
、
③
の
両
方
に
計
上
し
、
さ
ら
に
内
数
と
し
て

②
に
も
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
差
引
計
算
を
行
い
ま
す
。

各
欄
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

「
卸
売
販
売
業
者
等
か

ら
の
買
受
け
等
明
細

 

書
」
の
合
計
数
量

を
記

 

載
 

「
卸
売
販
売
業
者
等
へ

の
売
渡
し
等
明
細
書
」

の
合
計
数
量
を
記
載

「
小
売
販
売
業
者
へ
の

売
渡
し
等
明
細
書
」
の

合
計
数
量
を
記
載

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

(4)　受払い報告書
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★
加
熱
式
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

★
葉
巻
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

　
　
　
　
　
　
↓
個
人
番
号
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
左
端
を
空
欄
と
し
、
こ
こ
か
ら
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

予
備

申
告

年
月

日

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３
1

3

※ 処 理 事 項

事
業
者
コ
ー
ド

処
理

区
分

申
告

区
分

　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
　
○
○
た
ば
こ

0
1

枚
の
う
ち

令
和

0
4

年
0
3
月
分

0
1

枚
目

卸
売
販
売
業
者
等
の
氏
名
ま
た
は
名
称

数
量

株
式
会
社
　
Ａ

10
0,

00
0.

0
  

  
  

  
  

  

株
式
会
社
　
Ｂ

70
0,

00
0.

0
  

  
  

  
  

  

Ｃ
　
株
式
会
社

50
0,

00
0.

0
  

  
  

  
  

  

株
式
会
社
　
Ｄ

18
0,

00
0.

0
  

  
  

  
  

  

Ｅ
　
株
式
会
社

70
,0

00
.0

  
  

  
  

  
  

  

株
式
会
社
　
F

50
,0

00
.0

  
  

  
  

  
  

  

卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
の
買
受
け
等
明
細
書

第
1
6
号
の
２
様
式
別
表
１
（
提
出
用
）

十
億

百
万

千
本

【
数
量
】

〇
計
上
の
対
象
と
な
る
の
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
取
得
し
た
全
て
の
製
造
た
ば
こ
の
数
量
で
す
。

（
契
約
解
除
等
の
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売
業
者
で
も
あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
小
売
販
売

用
と
し
て
売
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
が
返
還
さ
れ
た
場
合
を
除
き
ま
す
。
）

・
卸
売
販
売
用
と
し
て
買
受
け
た
製
造
た
ば
こ

・
小
売
販
売
用
と
し
て
買
受
け
た
製
造
た
ば
こ

・
そ
の
他
、
通
常
の
売
買
契
約
以
外
の
方
法
で
取
得
し
た
製
造
た
ば
こ

○
「
数
量
」
欄
に
は
、
以
下
を
合
算
し
た
も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

・
以
下
の
製
造
た
ば
こ
の
重
量
を
、
区
分
ご
と
に
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（
パ
イ
プ
：
１
ｇ
＝
１
本
、
刻
み
・
か
み
・
か
ぎ
：
２
ｇ
＝
１
本
）

・
加
熱
式
た
ば
こ
・
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
紙
巻
た
ば
こ
本
数
に
換
算
し
た
本
数
の

合
計
数
量

（
換
算
方
法
は
、
下
記
リ
ン
ク
先
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

※
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
に
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
以
下

１
位
ま
で
算
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
こ
の
明
細
書
に
記
載
し
た
数
量
の
合
計
は
、
「
受
払
い
報
告
書
」
の
「
卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
の

買
受
け
等
」
の
数
量
と
一
致
し
ま
す
。

※
明
細
書
最
終
ペ
ー
ジ
の
末
尾
に
合
計
数
量
を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

卸
売
販
売
業
者
等
ご
と
に

買
受
け
数
量
を
記
載

○
こ
の
様
式
は
、
「
受
払
い
報
告
書
」
の
「
卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
の
買
受
け
等
」
欄
に
記
載
す
る

製
造
た
ば
こ
の
数
量
に
つ
い
て
、
卸
売
販
売
業
者
等
ご
と
の
内
訳
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

○
色
の
つ
い
て
い
る
欄
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

(5)　卸売販売業者等からの買受け等明細書
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★
加
熱
式
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

★
葉
巻
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

う
ち
小
売
販
売
用

う
ち
小
売
販
売
用

う
ち
小
売
販
売
用

う
ち
小
売
販
売
用

K
　
株
式
会
社

1
2
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  

う
ち
小
売
販
売
用

1
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

株
式
会
社
　
L

2
0
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  

う
ち
小
売
販
売
用

2
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

株
式
会
社
　
I

1
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

う
ち
小
売
販
売
用

J　
株
式
会
社

5
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  

う
ち
小
売
販
売
用

株
式
会
社
　
G

8
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

う
ち
小
売
販
売
用

H
　
株
式
会
社

1
0
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  

う
ち
小
売
販
売
用

2
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

卸
売
販
売
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称

数
量

株
式
会
社
　
F

1
0
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  

う
ち
小
売
販
売
用

5
0
,0

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

0
1

枚
の
う
ち

令
和

0
4

年
0
3
月
分

0
1

枚
目

予
備

申
告

年
月

日
　
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

　
　
　
　
　
　
↓
個
人
番
号
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
左
端
を
空
欄
と
し
、
こ
こ
か
ら
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

1
3

※ 処 理 事 項

事
業

者
コ
ー
ド

処
理

区
分

申
告

区
分

　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
　
○
○
た
ば
こ

卸
売
販
売
業
者
等
へ
の
売
渡
し
等
明
細
書

第
1
6
号
の
２
様
式
別
表
２
（
提
出
用
）

十
億

百
万

千
本

十
億

【
数
量
】

○
「
数
量
」
欄
に
は
、
以
下
を
合
算
し
た
も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

・
以
下
の
製
造
た
ば
こ
の
重
量
を
、
区
分
ご
と
に
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（
パ
イ
プ
：
１
ｇ
＝
１
本
、
刻
み
・
か
み
・
か
ぎ
：
２
ｇ
＝
１
本
）

・
加
熱
式
た
ば
こ
・
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
紙
巻
た
ば
こ
本
数
に
換
算
し
た
本
数
の

合
計
数
量

（
換
算
方
法
は
、
下
記
リ
ン
ク
先
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

※
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
に
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
以
下

１
位
ま
で
算
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
う
ち
小
売
販
売
用
】

○
小
売
販
売
業
者
で
も
あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
に
売
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
小
売
販
売
用

と
し
て
売
渡
し
た
数
量
を
内
数
と
し
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

○
こ
の
明
細
書
に
記
載
し
た
数
量
の
合
計
は
、
「
受
払
い
報
告
書
」
の
「
卸
売
販
売
業
者
等
へ
の

売
渡
し
等
①
」
及
び
「
①
の
う
ち
小
売
販
売
用
②
」
の
数
量
と
そ
れ
ぞ
れ
一
致
し
ま
す
。

※
明
細
書
最
終
ペ
ー
ジ
の
末
尾
に
合
計
数
量
を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

卸
売
販
売
業
者
等
ご
と
に

売
渡
し
数
量
を
記
載

○
こ
の
様
式
は
、
「
受
払
い
報
告
書
」
の
「
卸
売
販
売
業
者
等
へ
の
売
渡
し
等
①
」
欄
及
び
「
①
の

う
ち
小
売
販
売
用
②
」
欄
に
記
載
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
、
卸
売
販
売
業
者
等
ご
と
の
内
訳
を

計
上
す
る
も
の
で
す
。

○
色
の
つ
い
て
い
る
欄
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

(6)　卸売販売業者等への売渡し等明細書
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★
加
熱
式
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

★
葉
巻
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

東
京
都

2
5
5
,0

0
0
.0

  
  
  
  
  
  
  

 

Ｆ
県

1
4
0
,0

0
0
.0

  
  
  
  
  
  
  

 

Ｄ
県

1
5
0
,0

0
0
.0

  
  
  
  
  
  
  

 

Ｅ
県

1
5
0
,0

0
0
.0

  
  
  
  
  
  
  

 

Ｂ
県

1
0
0
,0

0
0
.0

  
  
  
  
  
  
  

 

Ｃ
県

1
0
0
,0

0
0
.0

  
  
  
  
  
  
  

 

都
道

府
県

名
数
　
　
　
　
　
　
量

Ａ
県

1
0
0
,0

0
0
.0

  
  
  
  
  
  
  

 

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

0
1
枚
の
う
ち

令
和

0
4

年
0
3

月
分

0
1
枚

目

予
備

申
告

年
月

日
　
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

　
　
　
　
　
　
↓
個
人
番
号
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
左
端
を
空
欄
と
し
、
こ
こ
か
ら
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

1
3

※ 処 理 事 項

事
業
者
コ
ー
ド

処
理

区
分

申
告

区
分

　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
　
○
○
た
ば
こ

小
売
販
売
業
者
へ
の
売
渡
し
等
明
細
書

第
1
6
号
の
２
様
式
別
表

3
（
提
出
用
）

百
万

十
億

千
本

百
万

十
億

千
本

都
道
府
県
ご
と
に

売
渡
し
等
数
量
を
記
載

【
都
道
府
県
】

〇
計
上
す
る
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
区
分
し
て
く
だ
さ
い
。

・
小
売
販
売
業
者
へ
の
売
渡
し
：
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
が
所
在
す
る
都
道
府
県

・
消
費
者
等
へ
の
売
渡
し
及
び
消
費
等
：
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直
接
管
理
す
る
事
務
所
等
が
所
在
す
る

都
道
府
県

【
数
量
】

○
「
数
量
」
欄
に
は
、
以
下
を
合
算
し
た
も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

・
以
下
の
製
造
た
ば
こ
の
重
量
を
、
区
分
ご
と
に
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（
パ
イ
プ
：
１
ｇ
＝
１
本
、
刻
み
・
か
み
・
か
ぎ
：
２
ｇ
＝
１
本
）

・
加
熱
式
た
ば
こ
・
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
紙
巻
た
ば
こ
本
数
に
換
算
し
た
本
数
の
合
計
数
量

（
換
算
方
法
は
、
下
記
リ
ン
ク
先
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

※
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
以
下
１
位
ま
で

算
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
課
税
免
除
事
由
に
該
当
す
る
売
渡
し
等
の
数
量
を
含
め
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

・
輸
出
又
は
輸
出
の
目
的
で
行
わ
れ
る
輸
出
業
者
に
対
す
る
売
渡
し

・
外
航
船
等
の
船
用
品
又
は
機
用
品
と
し
て
積
込
む
た
め
の
売
渡
し

・
品
質
悪
変
等
に
よ
る
販
売
不
適
品
の
廃
棄

・
既
に
都
道
府
県
た
ば
こ
税
が
課
税
さ
れ
た
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
等

○
こ
の
明
細
書
に
記
載
し
た
数
量
の
合
計
は
、
「
受
払
い
報
告
書
」
の
「
小
売
販
売
業
者
へ
の
売
渡
し
、

消
費
者
等
へ
の
売
渡
し
及
び
消
費
等
③
」
の
数
量
と
一
致
し
ま
す
。

※
明
細
書
最
終
ペ
ー
ジ
の
末
尾
に
合
計
数
量
を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
こ
の
様
式
は
、
「
受
払
い
報
告
書
」
の
「
小
売
販
売
業
者
へ
の
売
渡
し
、
消
費
者
等
へ
の
売
渡
し
及
び

消
費
等
③
」
欄
に
記
載
す
る
製
造
た
ば
こ
の
数
量
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
別
の
数
量
を
記
載
す
る
も
の

で
す
。

【
東
京
都
分
の
数
量
】

東
京
都
分
と
し
て
計
上
す
る
数
量
は
、
「
都
た
ば
こ
税
の
申
告
書
」
の
「
課
税
標
準
数
量
」
欄
に

計
上
す
る
数
量
と
一
致
し
ま
す
。

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

(7)　小売販売業者への売渡し等明細書 
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★
加
熱
式
た
ば
こ
・
換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

★
葉
巻
た
ば
こ
・換
算
方
法
は
こ
ち
ら
（
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　
申

告
者

の
氏

名
又

は
名

称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３
1

3

※ 処 理 事 項

事
業

者
コ

ー
ド

処
理

区
分

申
告

区
分

予
備

申
 告

 年
 月

 日
　

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

　
  
  
　

 　
　

↓
個

人
番

号
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

、
左

端
を

空
欄

と
し

、
こ

こ
か

ら
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

品
　

　
　

　
目

数
　

　
　

　
量

返
還

の
理

由
及

び
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項

0
1

枚
の

う
ち

令
和

0
4

年
0
4

月
申

告
分

0
1

枚
目

紙
巻

た
ば

こ
A

1
,2

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
品

質
低

下
に

よ
る

販
売

不
適

品

葉
巻

た
ば

こ
D

3
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

刻
み

た
ば

こ
E

2
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

紙
巻

た
ば

こ
B

2
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

パ
イ

プ
た

ば
こ

C
4
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

加
熱

式
た

ば
こ

H
1
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

か
み

用
の

製
造

た
ば

こ
F

1
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

か
ぎ

用
の

製
造

た
ば

こ
G

1
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

紙
巻

た
ば

こ
小

計
1
,4

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  

刻
み

た
ば

こ
小

計
1
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

か
み

用
の

製
造

た
ば

こ
小

計
5
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

パ
イ

プ
た

ば
こ

小
計

4
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

葉
巻

た
ば

こ
小

計
3
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

合
計

2
,4

0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  

か
ぎ

用
の

製
造

た
ば

こ
小

計
5
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

加
熱

式
た

ば
こ

小
計

1
0
0
.0

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

返
還

に
係

る
製

造
た

ば
こ

の
明

細
書

第
1
6
号

の
５

様
式

（
提

出
用

）

十
億

百
万

千
本

（
ｇ
）

〇
こ
の
様
式
は
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
取
引
先
の
小
売
販
売
業
者

か
ら
返
還
を
受
け
た
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
、
返
還
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
提
出

す
る
も
の
で
す
。

○
返
還
控
除
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
申
告
書
を
期
限
内
に
提
出
す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

○
色
の
つ
い
て
い
る
欄
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

品
目
別
数
量
を
記
載

【
品
目
別
数
量
の
記
載
】

○
前
月
ま
で
に
返
還
を
受
け
た
製
造
た
ば
こ
の
数
量
を
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

○
紙
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
本
数
を
、
紙
巻
た
ば
こ
・
加
熱
式
た
ば
こ
以
外
の
製
造
た
ば
こ
に

つ
い
て
は
重
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
加
熱
式
た
ば
こ
は
、
紙
巻
た
ば
こ
本
数
に
換
算
し
、

本
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
加
熱
式
た
ば
こ
の
換
算
方
法
は
、
下
記
リ
ン
ク
先
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

○
重
量
に
つ
い
て

0
.1
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
ま
す
。

【
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
必
要
と
な
る
べ
き
事
項
】

○
返
還
控
除
等
を
申
請
す
る
に
至
っ
た
理
由
等
、
認
定
に
あ
た
り
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

小
計
・
合
計
を
記
載

【
小
計
・
合
計
の
記
載
】

○
明
細
書
最
終
ペ
ー
ジ
の
末
尾
の
欄
に
、
製
造
た
ば
こ
の
区
分
ご
と
の
小
計
及
び
合
計
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

○
以
下
の
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
区
分
ご
と
の
重
量
の
小
計
を
本
数
に
換
算
し
た
も
の
を

記
載
し
ま
す
。

（
パ
イ
プ
：
１
ｇ
＝
１
本
、
刻
み
・
か
み
・
か
ぎ
：
２
ｇ
＝
１
本
）

〇
加
熱
式
た
ば
こ
・
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
、
紙
巻
た
ば
こ
本
数
に
換
算
し
た
本
数
の
合
計

数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
（
換
算
方
法
は
、
下
記
リ
ン
ク
先
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

〇
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
数
値
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
小
数
点
以
下

１
位
ま
で
算
出
し
ま
す
。

※
合
計
欄
に
記
載
す
る
数
値
は
、
「
都
た
ば
こ
税
の
申
告
書
」
の
「
返
還
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

本
数
」
欄
の
数
値
と
一
致
し
ま
す
。

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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第
16

号
の

８
様

式
（提

出
用

）

）

第
74

条
の

16
第

1項

営
　

業
　

の
　

開
　

廃
　

等
　

の
　

報
　

告
　

書

下
記

の
と

お
り

地
方

税
法

の
規

定
に

よ
り

報
告

し
ま

す
。

令
和

4
年

3
月

10
日

※ 処 理 事 項

事
業

者
コ

ー
ド

処
理

区
分

東
京

都
　

港
　

都
税

事
務

所
長

　
殿

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ

特
定

販
売

業
者

又
は

卸
売

販
売

業
者

の
氏

名
又

は
名

称
株

式
会

社
　

○
○

た
ば

こ 登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

許
可

年
月

日
許

可
取

消
年

月
日

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

　
 　

　
　

↓
個

人
番

号
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

、
左

端
を

空
欄

と
し

、
こ

こ
か

ら
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

特
定

販
売

業
者

卸
売

販
売

業
者

小
売

販
売

業
者

昭
和

年
月

登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

日
昭

和
59

年
12

日
令

和
年

月
月

日
昭

和
59

月
01

日
令

和
年

年
月

日
年

12
月

01
日

令
和

事 務 所 又 は 事 業 所

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
エ

イ
ギ

ョ
ウ

シ
ョ

名
称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

　
新

宿
営

業
所

フ
リ
ガ

ナ
ト
ウ

キ
ョ
ウ

ト
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
ク

　
ニ

シ
シ

ン
ジ

ュ
ク

所
在

地

電
話

（
03

12
34

－
56

78

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
２

－
８

－
１

営
業

の
開

始
、

廃
止

等
の

年
月

日

開
始

年
月

日
廃

止
年

月
日

休
止

期
間

日
令

和
年

月
令

和
04

年
03

月
01

月
年

日
令

和
年

月
日

ま
で

営
業

の
廃

止
及

び
休

止
の

理
由

日

報
告

者

総
務

部
経

理
課

氏
名 山

本

上
記

の
事

務
所

又
は

営
業

所
の

営
業

区
域

東
京

都

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

異
動

年
月

日
令

和
年

月

日
か

ら
令

和

受
付

印

○
こ
の
様
式
は
、
特
定
販
売
業
者
又
は
卸
売
販
売
業
者
が
営
業
を
開
始
・
廃
止
・
休
止
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
で
す
。

○
こ
の
報
告
書
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

【
営
業
の
開
始
、
廃
止
等
の
年
月
日
】

「
開
始
年
月
日
」
欄
に
、
営
業
の
開
始
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
上
記
の
事
務
所
又
は
営
業
所
の
営
業
区
域
】

事
務
所
又
は
事
業
所
の
営
業
区
域
に
含
ま
れ
る
都
道
府
県
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
根
拠
条
文
】

該
当
す
る
条
文
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

○
開
始
・
廃
止
・
休
止
の
と
き

：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

1
項

○
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

2
項

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
登
録
年
月
日
・
許
可
年
月
日
】

昭
和
・
平
成
・
令
和
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

(9)　営業の開廃等の報告書（開始）
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第
1
6
号

の
８
様

式
（
提

出
用

）

）

第
7
4
条

の
1
6
第

1
項

営
　

業
　

の
　

開
　

廃
　

等
　

の
　

報
　

告
　

書

下
記

の
と

お
り

地
方

税
法

の
規

定
に

よ
り

報
告

し
ま

す
。

令
和

4
年

3
月

1
0

日
※ 処 理 事 項

事
業

者
コ

ー
ド

処
理

区
分

東
京

都
　

港
　

都
税

事
務

所
長

　
殿

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ

小
売

販
売

業
者

登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

許
可

年
月

日
許

可
取

消
年

月
日

特
定

販
売

業
者

又

は
卸

売
販

売
業

者

の
氏

名
又

は
名

称
株

式
会

社
　

○
○

た
ば

こ

個
人

番
号

又

は
法

人
番

号

　
 　

　
　

↓
個

人
番

号
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

、
左

端
を

空
欄

と
し

、
こ

こ
か

ら
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

昭
和

年
月

特
定

販
売

業
者

卸
売

販
売

業
者

日
昭

和
5
9

年
1
2

日
令

和
年

月
月

日
昭

和
5
9

月
0
1

日
令

和
年

年
月

日
年

1
2

月
0
1

日
令

和

5
6
7
8

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
２

－
８

－
１

営
業

の
開

始
、

廃
止

等
の

年
月

日

開
始

年
月

日
廃

止
年

月
日

休
止

期
間

事 務 所 又 は 事 業 所

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
エ

イ
ギ

ョ
ウ

シ
ョ

名
称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

　
新

宿
営

業
所

フ
リ
ガ

ナ
ト

ウ
キ

ョ
ウ

ト
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
ク

　
ニ

シ
シ

ン
ジ

ュ
ク

所
在

地

電
話

（

令
和

年
月

0
3

1
2
3
4

－

月
3
1

日
ま

で

営
業

の
廃

止
及

び
休

止
の

理
由

取
引

会
社

の
事

業
廃

止
の

た
め

月
0
1

日
か

ら
令

和
0
5

年
0
1

日
令

和
0
4

年
0
3

日
令

和
年

月

日

報
告

者

総
務

部
経

理
課

氏
名 山

本

上
記

の
事

務
所

又
は

営
業

所
の

営
業

区
域

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

異
動

年
月

日
令

和
年

月

受
付

印

○
こ
の
様
式
は
、
特
定
販
売
業
者
又
は
卸
売
販
売
業
者
が
営
業
を
開
始
・
廃
止
・
休
止
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
で
す
。

○
こ
の
報
告
書
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

【
営
業
の
開
始
、
廃
止
等
の
年
月
日
】

○
「
休
止
期
間
」
欄
に
、
営
業
を
休
止
す
る
期
間
を
記
載
し
、
「
営
業
の
廃
止
及
び
休
止
の
理
由
」

欄
に
休
止
の
理
由
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

○
営
業
の
休
止
期
間
が
１
か
月
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
報
告
書
の
提
出
を
省
略
し
て
も
差
し

支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

【
根
拠
条
文
】

○
開
始
・
廃
止
・
休
止
の
と
き

：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

1
項

○
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

2
項

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
登
録
年
月
日
・
許
可
年
月
日
】

昭
和
・
平
成
・
令
和
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

(10)　営業の開廃等の報告書（休止）
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第
1
6
号

の
８
様

式
（
提

出
用

）

）

第
7
4
条

の
1
6
第

1
項

営
　

業
　

の
　

開
　

廃
　

等
　

の
　

報
　

告
　

書

下
記

の
と

お
り

地
方

税
法

の
規

定
に

よ
り

報
告

し
ま

す
。

令
和

4
年

3
月

1
0

日
※ 処 理 事 項

事
業

者
コ

ー
ド

処
理

区
分

東
京

都
　

港
　

都
税

事
務

所
長

　
殿

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ

小
売

販
売

業
者

登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

許
可

年
月

日
許

可
取

消
年

月
日

特
定

販
売

業
者

又

は
卸

売
販

売
業

者

の
氏

名
又

は
名

称
株

式
会

社
　

○
○

た
ば

こ

個
人

番
号

又

は
法

人
番

号

　
 　

　
　

↓
個

人
番

号
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

、
左

端
を

空
欄

と
し

、
こ

こ
か

ら
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

昭
和

年
月

特
定

販
売

業
者

卸
売

販
売

業
者

日
昭

和
5
9

年
1
2

日
令

和
年

月
月

日
昭

和
5
9

月
0
1

日
令

和
年

年
月

日
年

1
2

月
0
1

日
令

和

5
6
7
8

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
２

－
８

－
１

営
業

の
開

始
、

廃
止

等
の

年
月

日

開
始

年
月

日
廃

止
年

月
日

休
止

期
間

事 務 所 又 は 事 業 所

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
エ

イ
ギ

ョ
ウ

シ
ョ

名
称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

　
新

宿
営

業
所

フ
リ
ガ

ナ
ト

ウ
キ

ョ
ウ

ト
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
ク

　
ニ

シ
シ

ン
ジ

ュ
ク

所
在

地

電
話

（

令
和

年
月

0
3

1
2
3
4

－

月
日

ま
で

営
業

の
廃

止
及

び
休

止
の

理
由

新
宿

営
業

所
を

廃
止

し
、

港
営

業
所

と
統

合

月
日

か
ら

令
和

年
0
1

日
令

和
年

日
令

和
0
4

年
0
3

月

日

報
告

者

総
務

部
経

理
課

氏
名 山

本

上
記

の
事

務
所

又
は

営
業

所
の

営
業

区
域

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

異
動

年
月

日
令

和
年

月

受
付

印

○
こ
の
様
式
は
、
特
定
販
売
業
者
又
は
卸
売
販
売
業
者
が
営
業
を
開
始
・
廃
止
・
休
止
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
で
す
。

○
こ
の
報
告
書
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

【
営
業
の
開
始
、
廃
止
等
の
年
月
日
】

「
廃
止
年
月
日
」
欄
に
、
営
業
の
廃
止
年
月
日
を
記
載
し
、
「
営
業
の
廃
止
及
び
休
止
の
理
由
」

欄
に
廃
止
の
理
由
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
根
拠
条
文
】

○
開
始
・
廃
止
・
休
止
の
と
き

：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

1
項

○
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

2
項

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
登
録
年
月
日
・
許
可
年
月
日
】

昭
和
・
平
成
・
令
和
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

(11)　営業の開廃等の報告書（廃止）
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第
1
6
号

の
８
様

式
（
提

出
用

）

）

第
7
4
条

の
1
6
第

2
項

営
　

業
　

の
　

開
　

廃
　

等
　

の
　

報
　

告
　

書

下
記

の
と

お
り

地
方

税
法

の
規

定
に

よ
り

報
告

し
ま

す
。

令
和

4
年

3
月

1
0

日
※ 処 理 事 項

事
業

者
コ

ー
ド

処
理

区
分

東
京

都
　

港
　

都
税

事
務

所
長

　
殿

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ

小
売

販
売

業
者

登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

登
録

年
月

日
営

業
廃

止
又

は
登

録
取

消
年

月
日

許
可

年
月

日
許

可
取

消
年

月
日

特
定

販
売

業
者

又

は
卸

売
販

売
業

者

の
氏

名
又

は
名

称
株

式
会

社
　

○
○

た
ば

こ

個
人

番
号

又

は
法

人
番

号

　
 　

　
　

↓
個

人
番

号
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

、
左

端
を

空
欄

と
し

、
こ

こ
か

ら
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

昭
和

年
月

特
定

販
売

業
者

卸
売

販
売

業
者

日
昭

和
5
9

年
1
2

日
令

和
年

月
月

日
昭

和
5
9

月
0
1

日
令

和
年

年
月

日
年

1
2

月
0
1

日
令

和

5
6
7
8

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
２

－
８

－
１

営
業

の
開

始
、

廃
止

等
の

年
月

日

開
始

年
月

日
廃

止
年

月
日

休
止

期
間

事 務 所 又 は 事 業 所

フ
リ
ガ

ナ
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
　

○
○

タ
バ

コ
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
エ

イ
ギ

ョ
ウ

シ
ョ

名
称

株
式

会
社

　
○

○
た

ば
こ

　
新

宿
営

業
所

フ
リ
ガ

ナ
ト

ウ
キ

ョ
ウ

ト
　

シ
ン

ジ
ュ

ク
ク

　
ニ

シ
シ

ン
ジ

ュ
ク

所
在

地

電
話

（

令
和

年
月

0
3

1
2
3
4

－

月
日

ま
で

営
業

の
廃

止
及

び
休

止
の

理
由

新
宿

営
業

所
を

廃
止

し
、

港
営

業
所

と
統

合

月
日

か
ら

令
和

年
日

令
和

年
日

令
和

年
月

日

営
業

所
所

在
地

の
変

更

（
港

区
麻

布
台

３
－

５
－

６
よ

り
移

転
）

報
告

者

総
務

部
経

理
課

氏
名 山

本

上
記

の
事

務
所

又
は

営
業

所
の

営
業

区
域

東
京

都

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

異
動

年
月

日
令

和
0
4

年
0
3

月
0
1

受
付

印

○
こ
の
様
式
は
、
特
定
販
売
業
者
又
は
卸
売
販
売
業
者
が
営
業
を
開
始
・
廃
止
・
休
止
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
で
す
。

○
こ
の
報
告
書
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

【
営
業
の
開
始
、
廃
止
等
の
年
月
日
】

「
廃
止
年
月
日
」
欄
に
、
営
業
の
廃
止
年
月
日
を
記
載
し
、
「
営
業
の
廃
止
及
び
休
止
の
理
由
」

欄
に
廃
止
の
理
由
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
根
拠
条
文
】

○
開
始
・
廃
止
・
休
止
の
と
き

：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

1
項

○
報
告
事
項
に
異
動
が
あ
る
と
き
：
地
方
税
法
第

7
4
条
の

1
6
第

2
項

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
】

個
人
番
号
（

1
2
桁
）
又
は
法
人
番
号
（

1
3
桁
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
】

当
該
異
動
事
項
に
つ
い
て
の
異
動
前
の
内
容
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
異
動
年
月
日
】

当
該
異
動
事
由
が
生
じ
た
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
登
録
年
月
日
・
許
可
年
月
日
】

昭
和
・
平
成
・
令
和
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

(12)　営業の開廃等の報告書（異動）
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0
3

　
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
（納

税
者
保
管
）

課
税
事
務
所
東
京
都
港
都
税
事
務
所1

0
4
0
3
3

領 収 日 付 印

納
期
限

年
月

日

合
計
額

9
4
7
8
1

￥
1

重
加
算
金

不
申
告
加
算
金

1

過
少
申
告
加
算
金

延
滞
金

税
額

万
千

百
十

円
百

十
億

千
百

十

9
4
7
8
1

0
4
0
2

決 定
年

月
分
ま
で
）
申 告

修 正
更 正

年
月

分
（
か
ら

申
告
期
間

申
告
区
分

3
4
5
6
7
8

0
3

1
3
1
2

年
度

※
　
処
理
事
項

事
業
者
コ
ー
ド

所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

　
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
２
－
８
－
１

　
　
株
式
会
社
　
○
○

　
　
　
代
表
取
締
役
　
○
○
　
○
○

00
12
0-
9-
96
06
10

東
京
都
会
計
管
理
者

東
京
都

口
座
番
号

加
入
者

2
0
3
1
7

納
付
事
務
所
コ
ー
ド
税
目
コ
ー
ド

6
1
0

都
た
ば
こ
税
領
収
証
書

都
道
府
県
コ
ー
ド

13 納
付
場
所

東
京
都
指
定
金
融
機
関
及
び
そ
の
派
出
所

東
京
都
公
金
収
納
取
扱
店

（
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、

労
働
金
庫
）

（
東
京
都
内
に
本
店
又
は
支
店
が
所
在
す
る
金
融
機

関
に
限
る
（
一
部
を
除
く
。
）
。
）

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
営
業
所
及
び
郵
便
局
に
つ
い
て
は
東
京

都
内
並
び
に
関
東
各
県
及
び
山
梨
県
に
所
在
す
る
店
舗

都
税
事
務
所
、
都
税
支
所
、
支
庁

売
渡
し
を
行
っ
た
年
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

住
所
・
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
所
在
地
・
名
称
及

び
代
表
者
名
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
す
べ
き
都
た
ば
こ
税
額
を
右
詰
め
で
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

○
合
計
金
額
も
忘
れ
ず
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
最
上
位
桁
の
左
欄
に
「
￥
」
記
号
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

○
合
計
金
額
欄
の
訂
正
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

金
額
を
誤
記
し
た
場
合
は
新
た
な
納
入
書
を

お
使
い
く
だ
さ
い
。

当
該
月
分
の
申
告
納
期
限
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

金
融
機
関
窓
口
で
「
領
収
日
付
印
」
を
押
印
の
う

え
、
領
収
証
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
者
コ
ー
ド
を
右
詰
め
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
月
行
為
分
～
翌
２
月
行
為
分
が
一
調
定
年
度
と

な
り
ま
す
。

○
都
た
ば
こ
税
額
を
金
融
機
関
で
納
入
す
る
際
に

使
用
し
ま
す
。

○
３
枚
複
写
で
す
。

一
番
上
が
「
領
収
証
書
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

(13)　都たばこ税納付書
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